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Ⅲ 契約種別および料金 

 

14 契 約 種 別 

  契約種別は，次のとおりといたします。 

  最終保障電力Ａ，最終保障電力Ｂ，最終保障農事用電力，最終保障予備電

力 

 

15 最終保障電力Ａ 

 (1) 適 用 範 囲 

   高圧または特別高圧で電気の供給を受けて，電灯もしくは小型機器を使用

  し，または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で，契約

  使用期間が 1 年以内であり，かつ，次のいずれかに該当するものに適用いた

  します。 

  イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし，近い将来において負

   荷設備を増加される等特別の事情がある場合で，お客さまが希望されると

   きは，契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することが

   あります。 

  ロ 使用する電灯または小型機器について託送供給等約款（平成27年12月 

   18日付け20150731資第59号認可。以下「託送供給等約款」といいます。な

   お，当社が託送供給等約款を変更した場合には，変更後の託送供給等約款

   によります。）20（臨時接続送電サービス）(2)イ(ｲ)を適用した場合の臨

   時接続送電サービス契約電流（この場合，10アンペアを 1 キロワットとみ

   なします。）または臨時接続送電サービス契約容量（この場合， 1 キロボ

   ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と使用する動力について託

   送供給等約款20（臨時接続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合の臨時

   接続送電サービス契約電力との合計が原則として50キロワット以上であ

   ること。 

 (2) 供給電気方式，供給電圧および周波数 

   供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，契約電力に応じて次
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  のとおりとし，周波数は，標準周波数50ヘルツといたします。ただし，供給

  電圧については，お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の

  都合でやむをえない場合には，当該標準電圧より上位または下位の電圧で供

  給することがあります。 

契 約 電 力   2,000キロワット未満 標準電圧  6,000ボルト 

契 約 電 力   2,000キロワット以上 

10,000キロワット未満 
標準電圧 20,000ボルト 

契 約 電 力  10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト 

 (3) 契 約 電 力 

  イ 契約電力は，使用される負荷設備および受電設備の内容，または最大需

   要電力の実績，同一業種の負荷率等を基準として，お客さまと当社との協

   議によって定めます。 

  ロ 当社は，30分最大需要電力計を取り付けます。 

 (4) 料   金 

   料金は，基本料金，電力量料金および別表 1 （再生可能エネルギー発電促

  進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

  計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引または割増しを

  する場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量

  料金は，別表 2 （燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 

  44,200円を下回る場合は，別表 2 （燃料費調整）(1)ニによって算定された

  燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 2 （燃料費調整）(1)イによって

  算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は，別表 2 （燃料費調整）

  (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   なお，平成28年 5 月31日までに使用される電気にはＡ表を，平成28年 6 月
   1 日以降に使用される電気にはＢ表を適用いたします。 

  イ 基 本 料 金 

    基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電

   気を使用しない場合（最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除

   きます。）の基本料金は，半額といたします。 
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   Ａ表，Ｂ表共通 

契 約 電 力 

 1 キロワット 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 2,019円60銭 

標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 1,954円80銭 

標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 1,890円00銭 

  ロ 電 力 量 料 金 

        電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定することとし，夏

   季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量に

   はその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

    なお，その 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，そ

   の 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の

   比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。 

  Ａ表（平成28年 5 月31日まで） 

 

 
夏 季 料 金 その他季料金 

 1   キ  ロ 

ワット時 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を

受ける場合 
19円59銭 18円24銭 

標準電圧20,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円69銭 16円51銭 

標準電圧60,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円39銭 16円24銭 

   Ｂ表（平成28年 6 月 1 日以降） 

 

 
夏 季 料 金 その他季料金 

 1   キ  ロ 

ワット時 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を

受ける場合 
19円68銭 18円33銭 

標準電圧20,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円78銭 16円60銭 

標準電圧60,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円48銭 16円33銭 

  ハ 力率割引および割増し 

   (ｲ) 力率は，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10時までの時間にお

    ける平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は，

    100パーセントといたします。）といたします。この場合，平均力率は，
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    別表 6 （平均力率の算定）によって算定された値といたします。 

     なお，まったく電気を使用しないその 1 月の力率は，85パーセント

    とみなします。 

   (ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る 1 パーセントに

    つき，基本料金を 1 パーセント割引し，85パーセントを下回る場合は，

    その下回る 1 パーセントにつき，基本料金を 1 パーセント割増しいた

    します。 

 

16 最終保障電力Ｂ 

 (1) 適 用 範 囲 

   高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力（付帯電灯を含みます。）

  を使用する需要で，契約使用期間が 1 年以内であり，かつ，次のいずれかに

  該当するものに適用いたします。 

  イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし，近い将来において負

   荷設備を増加される等特別の事情がある場合で，お客さまが希望されると

   きは，契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することが

   あります。 

  ロ 使用する付帯電灯について託送供給等約款（当社が託送供給等約款を変

   更した場合には，変更後の託送供給等約款によります。）20（臨時接続送

   電サービス）(2)イ(ｲ)を適用した場合の臨時接続送電サービス契約電流

   （この場合，10アンペアを 1 キロワットとみなします。）または臨時接

   続送電サービス契約容量（この場合， 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

   ットとみなします。）と使用する動力について託送供給等約款20（臨時接

   続送電サービス）(2)イ(ﾛ)を適用した場合の臨時接続送電サービス契約電

   力との合計が原則として50キロワット以上であること。 

 (2) 供給電気方式，供給電圧および周波数 

   供給電気方式は，交流 3 相 3 線式とし，供給電圧は，契約電力に応じて次

  のとおりとし，周波数は，標準周波数50ヘルツといたします。ただし，供給

  電圧については，お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の
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  都合でやむをえない場合には，当該標準電圧より上位または下位の電圧で供

  給することがあります。 

契 約 電 力   2,000キロワット未満 標準電圧  6,000ボルト 

契 約 電 力   2,000キロワット以上 

10,000キロワット未満 
標準電圧 20,000ボルト 

契 約 電 力  10,000キロワット以上 

       50,000キロワット未満 標準電圧 60,000ボルト 

契 約 電 力  50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト 

 (3) 契 約 電 力 

  イ 契約電力は，使用される負荷設備および受電設備の内容，または最大需

   要電力の実績，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，お客さまと当

   社との協議によって定めます。 

  ロ 当社は，30分最大需要電力計を取り付けます。 

 (4) 料   金 

   料金は，基本料金，電力量料金および別表 1 （再生可能エネルギー発電促

  進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

  計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引または割増しを

  する場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量

  料金は，別表 2 （燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 

  44,200円を下回る場合は，別表 2 （燃料費調整）(1)ニによって算定された

  燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 2 （燃料費調整）(1)イによって

  算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は，別表 2 （燃料費調整）

  (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   なお，平成28年 5 月31日までに使用される電気にはＡ表を，平成28年 6 月
   1 日以降に使用される電気にはＢ表を適用いたします。 

  イ 基 本 料 金 

    基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電

   気を使用しない場合（最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除

   きます。）の基本料金は，半額といたします。 
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   Ａ表，Ｂ表共通 

契 約 電 力 

 1 キロワット 

に つ き 

標準電圧  6,000ボルトで供給を受ける場合 2,138円40銭 

標準電圧 20,000ボルトで供給を受ける場合 1,954円80銭 

標準電圧 60,000ボルトで供給を受ける場合 1,890円00銭 

標準電圧 140,000ボルトで供給を受ける場合 1,825円20銭 

  ロ 電 力 量 料 金 

        電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定することとし，夏

   季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量に

   はその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

    なお，その 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，そ

   の 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の

   比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。 

  Ａ表（平成28年 5 月31日まで） 

 

 
夏 季 料 金 その他季料金 

 1   キ  ロ 

ワット時 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円97銭 16円77銭 

標準電圧20,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円02銭 15円91銭 

標準電圧60,000ボルトで供給を

受ける場合 
16円74銭 15円66銭 

標準電圧140,000ボルトで供給

を受ける場合 
16円46銭 15円40銭 

   Ｂ表（平成28年 6 月 1 日以降） 

 

 
夏 季 料 金 その他季料金 

 1   キ  ロ 

ワット時 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を

受ける場合 
18円06銭 16円86銭 

標準電圧20,000ボルトで供給を

受ける場合 
17円11銭 16円00銭 

標準電圧60,000ボルトで供給を

受ける場合 
16円83銭 15円75銭 

標準電圧140,000ボルトで供給

を受ける場合 
16円55銭 15円49銭 

  ハ 力率割引および割増し 
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   (ｲ) 力率は，その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10時までの時間にお

    ける平均力率（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は，

    100パーセントといたします。）といたします。この場合，平均力率は，

    別表 6 （平均力率の算定）によって算定された値といたします。なお，

    まったく電気を使用しないその 1 月の力率は，85パーセントとみなし

    ます。 

   (ﾛ) 力率が，85パーセントを上回る場合は，その上回る 1 パーセントに

    つき，基本料金を 1 パーセント割引し，85パーセントを下回る場合は，

    その下回る 1 パーセントにつき，基本料金を 1 パーセント割増しいた

    します。 

 (5) そ  の  他 

   発電設備等を介して，付帯電灯以外の電灯（小型機器を含みます。）を

  使用することはできません。 

 

17 最終保障農事用電力 

 (1) 適 用 範 囲 

   高圧または特別高圧で電気の供給を受けて農事用のかんがい排水のため

  に動力（付帯電灯を含みます。）を使用する需要に適用いたします。 

 (2) 契 約 電 力 

   契約電力は，最終保障電力Ｂに準じて定めます。ただし，高圧で電気の供

  給を受ける需要で，契約電力が500 キロワット未満の場合は，別表 7 （契約

  電力の算定方法）によって算定された値といたします。 

 (3) 料   金 

   料金は，基本料金，電力量料金および別表 1 （再生可能エネルギー発電促

  進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

  計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引または割増しを

  する場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量

  料金は，別表 2 （燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 

  44,200円を下回る場合は，別表 2 （燃料費調整）(1)ニによって算定された
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  燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 2 （燃料費調整）(1)イによって

  算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は，別表 2 （燃料費調整）

  (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

   なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。 

   また，平成28年 5 月31日までに使用される電気にはＡ表を，平成28年 6 月
   1 日以降に使用される電気にはＢ表を適用いたします。 

  イ 基 本 料 金 

    基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。 

    なお， 1 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の基本

   料金は，半額といたします。また， 1 年の基本料金の合計は，電気を使用

   する場合の基本料金の 2 月分（その 1 年の契約電力の最大値によって算定

   いたします。）を下回らないものといたします。 

   Ａ表，Ｂ表共通 

契 約 電 力 

 1 キロワット 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を受ける場合 518円40銭 

標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルト 

で供給を受ける場合 502円20銭 

  ロ 電 力 量 料 金 

        電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定することとし，夏

   季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量に

   はその他季料金をそれぞれ適用いたします。 

    なお，その 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，そ

   の 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の

   比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。 

  Ａ表（平成28年 5 月31日まで） 

 

 
夏 季 料 金 その他季料金 

 1   キ  ロ 

ワット時 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を  

受ける場合 
14円17銭 13円32銭 

標準電圧20,000ボルトまたは

60,000ボルトで供給を受ける場合 
13円94銭 13円12銭 
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   Ｂ表（平成28年 6 月 1 日以降） 

 

 
夏 季 料 金 その他季料金 

 1   キ  ロ 

ワット時 

に つ き 

標準電圧6,000ボルトで供給を  

受ける場合 
14円26銭 13円41銭 

標準電圧20,000ボルトまたは

60,000ボルトで供給を受ける場合 
14円03銭 13円21銭 

  ハ 力率割引および割増し 

    力率割引および割増しは，最終保障電力Ｂに準ずるものといたします。

   ただし，高圧で電気の供給を受ける需要で，契約電力が500キロワット未

   満の場合の力率は，次により定めます。 

   (ｲ) 負荷が最大と認められる時間の力率（瞬間力率が進み力率となる場

    合には，その瞬間力率は，100パーセントといたします。）を基準とし

    て，お客さまと当社との協議によって定めます。 

     なお，まったく電気を使用しないその 1 月の力率は，85パーセント

    とみなします。 

   (ﾛ) お客さまは，正当な理由がある場合に限り，力率の変更についての

    協議を当社に求めることができます。 

 (4) そ の 他 

   その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，最終保障電力Ｂ

  に準ずるものといたします。 

 

18 最終保障予備電力 

 (1) 適 用 範 囲 

   最終保障電力Ａまたは最終保障電力Ｂのお客さまが，常時供給設備等の補

  修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため，予備電線路により

  電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。 

  イ 予  備  線 

    常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 

  ロ 予 備 電 源 

    常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変
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   電所から常時供給電圧と異なった電圧（高圧または特別高圧に限ります。）

   で供給を受ける場合 

 (2) 契 約 電 力 

   契約電力は，常時供給分の契約電力の値といたします。ただし，お客さま

  に特別の事情がある場合で，お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる

  契約電力を希望されるときの契約電力は， 1 年間を通じての最大の負荷等負

  荷の実情に応じて，お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の

  契約電力は，常時供給分の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き，

  50キロワットを下回らないものといたします。 

 (3) 料     金 

   料金は，基本料金，電力量料金および別表 1 （再生可能エネルギー発電促

  進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

  計といたします。ただし，電力量料金は，別表 2 （燃料費調整）(1)イによ

  って算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は，別表 2 （燃料費

  調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表

   2 （燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回

  る場合は，別表 2 （燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を

  加えたものといたします。 

  イ 基 本 料 金 

    基本料金は，電気の使用の有無にかかわらず，予備線についてはその

   お客さまの常時供給分の該当料金（電気を使用する場合のものといたし

   ます。）の 5 パーセント，予備電源についてはそのお客さまの常時供給

   分の該当料金（電気を使用する場合のものといたします。）の10パーセ

   ントに相当するものを適用いたします。ただし，常時供給分と異なった

   電圧で供給を受ける場合には，契約電力は，基本料金の算定上，常時供

   給分の電圧と同位の電圧にするための計量損失率で修正したものといた

   します。 

   ロ 電 力 量 料 金 

        電力量料金は，その 1 月の使用電力量につき，そのお客さまの常時供
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   給分の該当料金を適用いたします。ただし，常時供給分と異なった電圧

   で供給を受ける場合には，使用電力量は，電力量料金の算定上，常時供

   給分の電圧と同位の電圧にするための計量損失率で修正したものといた

   します。 

    なお，電力量料金は，常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたし

   ます。 

  ハ 力率割引および割増し 

    力率割引および割増しはいたしません。ただし，常時供給分の力率割

   引および割増しの適用上，最終保障予備電力によって使用した電気は，

   原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。 

 (4) そ  の  他 

  イ お客さまが希望される場合は，予備線による電気の供給と予備電源に

   よる電気の供給とをあわせて受けることができます。 

  ロ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，最終保障電

   力Ａまたは最終保障電力Ｂに準ずるものといたします。 


